
議

案

第

七

十

四

号 

 
 

 

港

区

自

転

車

等

の

放

置

防

止

及

び

自

転

車

等

駐

車

場

の

整

備

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す 
 

 
 

 
 

 
る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

令

和

四

年

九

月

八

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

自

転

車

等

の

放

置

防

止

及

び

自

転

車

等

駐

車

場

の

整

備

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す 
 

 
 

 
 

 

る

条

例 

 

港

区

自

転

車

等

の

放

置

防

止

及

び

自

転

車

等

駐

車

場

の

整

備

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

一

年

港

区

条

例

第

二

十

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

十

五

条

第

二

項

の

表

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。 

   
 

 

付 

則 

（

施

行

期

日

） 

 

港

区

立

一

の

橋

公

園

自

転

車

駐

車

場 

東

京

都

港

区

東

麻

布

三

丁

目

九

番

一

号 

自

転

車 

 



１ 

こ

の

条

例

は

、

各

規

定

に

つ

き

、

区

規

則

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。 
（

経

過

措

置

） 

２ 

港

区

立

一

の

橋

公

園

自

転

車

駐

車

場

の

利

用

に

係

る

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

自

転

車

等

の

放

置

防

止

及

び

自

転

車

等

駐

車

場

の

整

備

に

関

す

る

条

例

（

以

下

「

改

正

後

の

条

例

」

と

い

う

。

）

第

十

九

条

の

規

定

に

よ

る

区

長

の

承

認

は

、

第

十

五

条

第

二

項

の

表

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

改

正

規

定

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。 

３ 

港

区

立

一

の

橋

公

園

自

転

車

駐

車

場

に

つ

い

て

、

区

長

は

、

改

正

後

の

条

例

第

十

九

条

の

規

定

に

よ

る

承

認

を

行

っ

た

日

か

ら

改

正

後

の

条

例

第

三

十

三

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

指

定

管

理

者

を

指

定

す

る

ま

で

の

間

、

改

正

後

の

条

例

別

表

第

二

に

定

め

る

額

の

範

囲

内

に

お

い

て

、

区

長

が

定

め

る

使

用

料

を

徴

収

す

る

。 

４ 

前

項

の

場

合

に

あ

っ

て

は

、

改

正

後

の

条

例

第

二

十

一

条

第

一

項

、

第

五

項

及

び

第

六

項

、

第

二

十

二

条 

並

び

に

第

二

十

三

条

の

規

定

を

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

改

正

後

の

条

例

第

二

十

一

条

第

一

項

中 

「

第

三

十

三

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

指

定

を

受

け

た

者

（

以

下

こ

の

条

か

ら

第

二

十

三

条

ま

で

に

お

い

て 

「

指

定

管

理

者

」

と

い

う

。

）

」

と

あ

る

の

は

「

区

長

」

と

、

「

利

用

に

係

る

料

金

（

以

下

「

利

用

料

金

」 

と

い

う

。

）

」

と

あ

る

の

は

「

使

用

料

」

と

、

第

二

十

一

条

第

五

項

中

「

指

定

管

理

者

」

と

あ

る

の

は

「

区 

長

」

と

、

「

利

用

料

金

を

毎

月

末

日

ま

で

に

、

一

時

利

用

の

場

合

に

つ

い

て

は

所

定

の

利

用

料

金

を

利

用

を 

開

始

す

る

と

き

」

と

あ

る

の

は

「

使

用

料

を

毎

月

末

日

」

と

、

同

条

第

六

項

中

「

利

用

料

金

」

と

あ

る

の

は 

「

使

用

料

」

と

、

第

二

十

二

条

中

「

指

定

管

理

者

」

と

あ

る

の

は

「

区

長

」

と

、

「

利

用

料

金

」

と

あ

る

の 



は

「

使

用

料

」

と

、

第

二

十

三

条

中

「

利

用

料

金

」

と

あ

る

の

は

「

使

用

料

」

と

、

同

条

た

だ

し

書

中

「

指 

定

管

理

者

」

と

あ

る

の

は

「

区

長

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。 

（

説 
明

） 

 

一

の

橋

公

園

自

転

車

駐

車

場

を

設

置

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

 


